
2009.1.10　広報さつませんだい 広報薩摩川内　2009.1.10 ❻❼

　経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除または猶予される
「保険料免除制度」があります。学生については、「学生納付特例制度」という納付猶予制度（申請は毎年必要です）もありま
す。詳しくは本庁市民課または各支所市民福祉課へお問い合わせください。

健　診　名 対　象 料　金 実施時期（予定）
胃 が ん 検 診 40 歳以上の男女 集団検診 750 円 ５～８月

大 腸 が ん 検 診 40 歳以上の男女 集団検診 550 円 ５～８月

子 宮 が ん 検 診 20 歳以上の女性
病院検診 1,300 円 ７～ 12 月

集団検診 650 円 ７～ 10 月

乳 が ん 検 診
40 歳以上の女性

集団検診
2,100 円

７～ 10 月
50 歳以上の女性 1,050 円

腹 部 超 音 波 検 診 40・45・50・55・60・
65・70 歳の男女 集団検診 850 円 ５～８月

骨粗しょう症検診
30・35・40・45・50・
55・60・65・70 歳の女性、
60・65・70 歳の男性

集団検診 600 円 ５～８月
10 月

歯 周 疾 患 健 診 40・50・60・70 歳の男女 集団健診 無料 ５～９月

　本市における死亡要因は、悪性新生物（がん）が最も多く、
心疾患、脳血管疾患（脳卒中）の順に続いており、死亡要因
の約５割を占めています（下記グラフ参照）。どの病気も生

活習慣と深く関連している病気です。普段の小さな心掛け
が予防につながります。各種がん検診などで自分の体の状
態を確かめ、生活習慣病予防に役立てましょう。

　平成 21 年度にがん検診などを受診するには、申し込みが必要です。２月初旬ごろに各世帯に送付される「がん検診
等申込票」に記入の上、２月 27 日（金）までに本庁市民健康課（すこやかふれあいプラザ内）、各支所市民福祉課または
各地区コミュニティセンターにお申し込みください。
＊前立腺がん検診、肺がん検診、結核検診は対象の方全員に通知しますので、申し込みは不要です。
＊肝炎ウイルス検診は、検診前に広報薩摩川内でお知らせします。
＊地域によって検診方式や実施時期が異なりますが、市内のどの地域でも受診できます。
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■ 申し込みが必要な各種がん検診などの一覧表（平成 21年度）
検診の申し込みから結果
を受け取るまでの流れ
２月初旬ごろに申込票が各
世帯に届きます。

▼
２月 27 日（金）までに申込
票を提出してください。

▼
検診前に受診票が届きます。

▼
受診票を持って検診にお越
しください。　　

▼
１～２カ月後に検診結果を
お知らせします。

項　目 胃がん検診 大腸がん検診 肺がん検診 子宮がん検診 乳がん検診 腹部超音波検診

受 診 者 数 5,066 人 7,040 人 15,183 人 4,299 人 3,183 人 1,353 人

要 精 密 者 数 447 人 689 人 196 人 18 人 249 人 77 人

がん発見者数 ９人 20 人 14 人 ３人 ２人 ０人

■ 平成 19 年度検診受診状況

＊腹部超音波検診の人数は、節目検診以外の受診者も含んでいます。

が ん 検 診 な ど の 申 込 方 法

＊上記一覧表の対象年齢は、平成 21 年４月２日～平成 22 年４月１日までに達する年齢のことです。

がん検診・歯周疾患健診を受けましょう！ 国民年金の手続き
　日本に住所がある人は、20歳から 60 歳までの 40年間、誰もが国民年金に
加入します。40年の間には、就職や退職、結婚など、さまざまな節目が訪れます。
これにより、国民年金の加入の種類や保険料の納め方も変わりますので、その
都度、届け出が必要です。届け出を忘れると、将来受ける年金額が減額になっ
たり、受けられなくなる場合がありますので、忘れずに届け出ましょう。

人生の節目

には届け出

が必要です
。

国民年金の加入者（被保険者）は次の３種類です。

自営業、農林
漁業、学生、
無職の方など
で、20歳以上

60歳未満の人

会社員や公
務員など、厚
生年金や共済
組合に加入して

いる人

厚生年金や
共済組合の
加入者に扶養
されている配偶

者（サラリーマンの妻など）

第1号被保険者 第3号被保険者

こんなときは、届け出が必要です。
こんなときは どうする どこで

20 歳になったとき
（厚生年金や共済組合の加入者を除く） 国民年金への加入手続きをする 本庁市民課および各支所市民福祉課

会社などに就職したとき 厚生年金などへの加入の手続きをする
（第２号被保険者への加入） 勤務先

会社などを退職したとき 第１号被保険者への種別変更 本庁市民課および各支所市民福祉課

結婚や退職で第２号被保険者に加入し
ている配偶者から扶養されるとき 第３号被保険者への種別変更 配偶者の勤務先

就職などで配偶者の扶養から外れたと
き 第１号被保険者への種別変更 本庁市民課および各支所市民福祉課

配偶者が会社を変わったとき 第３号被保険者の手続きをする 配偶者の勤務先

●国民年金保険料の納め方
　社会保険庁から送付される納付書により、全国の金融機関やコンビニエンスストアで納付することができます。
　また、保険料が割り引きになる前納制度や、便利でお得な口座振替も利用できます。

第2号被保険者

国民年金保険料の納付が困難なときは？

国民年金保険料の額と納め方は？

第１号被保険者の保険料
月　額

14,410円（平成20年度）
付加保険料月額

400円（希望する方）

■本庁市民課（内線 2544）および各支所市民福祉課　　■川内社会保険事務所　 0996（22）5276●問合先　本庁市民健康課健康指導南部グループ 　 0996（22）8811

忘れていませんか？


